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４
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２
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４
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②
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３
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友
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熱
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さ
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。
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。

　

「
税
を
考
え
る
週
間
」の
実
施
に
合
わ

せ
て
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に「
く

ら
し
を
支
え
る
税
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

特
設
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
国
税
庁
の
各
種

取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
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。
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１時
間短縮で営業しています。
◆営業時間　10：00～20：00（最終入場受付19：00）
◆休館日
11月２日（月）、９日（月）、16日（月）、24日（火）
30日（月）、12月14日（月）、21日（月）、28日（月）
【機械設備点検】12月７日（月）～11日（金）
問合せ　ホロルの湯　☎029－288－7775

2
3

新型コロナウイルス感染症にともなう傷病手当金について新型コロナウイルス感染症にともなう傷病手当金について
　国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者が、新型コロナウイルスへの感染もしくは感染が疑われ
た場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

■支給対象者　次の①～③の全てに該当する方
①国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者の方 ②給与等の支払いを受けている方
③新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

■支給対象となる日数　療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、３日を経過した日
（４日目）から労務に服することができない期間のうち、本来の就労を予定していた日数。

■支給額　（ 直近の継続した３か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 ）×　   × 支給対象となる日数
※１日あたりの支給額については上限があります。

■適用期間　令和２年１月１日～12月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合などは、最長１年６か月まで

■申請方法　電話請求、または町ホームページから入手した申請書に必要事項を記入し、令和３年３月31日
までに健康保険課へ提出してください。感染拡大防止のため、郵送申請にご協力ください。

※支給の対象となるか確認したい場合は、健康保険課へご相談ください。

申請先・問合せ　健康保険課　☎029－288－3111（内線143・144）　　http://www.town.shirosato.lg.jp/

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、国民健康保険税および後期高齢者医療保険
料を減免できる場合があります。　

■対象者　①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
②主たる生計維持者の収入が前年の３割以上の減少などが見込まれる世帯

■減免額　①の場合：全額を免除
②の場合：主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた割合を減額

■減免対象　令和２年２月１日～令和３年３月31日に納期限が設定されている保険税（料）
■申請方法　電話請求、または町ホームページから入手した申請書に必要事項を記入し、令和３年３月31日
までに健康保険課へ提出してください。感染拡大防止のため、郵送申請にご協力ください。
※申請される方は、必ず事前に健康保険課までお問い合わせください。

申請先・問合せ　健康保険課　☎029－288－3111（内線142・144）　　http://www.town.shirosato.lg.jp/
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